
地域 自治体名 不均一 税率
1 名古屋 名古屋市 不 8.4
2 碧南市 6

3 岡崎市 6

4 豊田市 6
5 みよし市 6
6 刈谷市 6
7 安城市 6
8 西尾市 6
9 知立市 不 8.4
10 高浜市 6
11 半田市 不 8.2
12 常滑市 6
13 東海市 6
14 大府市 6
15 知多市 6
16 豊橋市 6
17 豊川市 不 8.4
18 田原市 6
19 蒲郡市 6
20 新城市 不 8.4
21 一宮市 6
22 瀬戸市 不 8.4
23 春日井市 不 7.9
24 津島市 不 8.4
25 犬山市 不 8.4
26 江南市 不 8.4
27 小牧市 不 8.4
28 稲沢市 不 7.4
29 尾張旭市 6
30 岩倉市 不 8.4
31 豊明市 6
32 日進市 6
33 愛西市 6
34 清須市 不 8.4
35 北名古屋市 不 8.4
36 弥富市 6
37 あま市 6
38 長久手市 6
39 愛知郡 東郷町 6
40 西春日井郡 豊山町 6
41 丹羽郡 大口町 6
42 〃 扶桑町 不 8.4
43 海部郡 大治町 6
44 〃 蟹江町 6
45 〃 飛島村 6
46 知多郡 阿久比町 6
47 〃 東浦町 6
48 〃 南知多町 6
49 〃 美浜町 6
50 〃 武豊町 6
51 額田郡 幸田町 6
52 北設楽郡 設楽町 6
53 〃 東栄町 6
54 〃 豊根村 6

愛知県下自治体の法人税率

54市町村のうち16自治体が超過課税。不＝
は資本金などで不均一の税率にしている。

2025.4.1現　総務省

西
三
河

知
多

東
三
河

尾
張

法人
税率

年度 法人市⺠税 個人市⺠税
地方消費
税交付金

法人事業
税交付金

４項目の
歳入合計

2024 41.1 45.6 19.2 3.5 109.4
2023 17 49.2 18.4 2.7 87.3
2022 24.4 48.1 18.6 3.6 94.7
2021 9.5 47.3 17.7 3.5 78
2020 19.1 50.2 16.2 0 85.5
2019 23.7 49.5 13.3 0 86.5
2018 28.3 48.9 14 0 91.2
2017 16.6 48.2 13.7 0 78.5
2016 29.1 48.9 13.4 0 91.4
2015 27.5 47.3 14.9 0 89.7

12.30% 2014 30.8 46.1 9.1 0 86

9.70%

6%

碧南市の11年間の税収等  （億円：小数点以下四捨五入）

「財
政
難
」を
ぶ
っ
飛
ば
せ

小
池
市
長
の
打
ち
出
し
た

「財
政
非
常
事
態
宣

言
」
へ
の
怒
り
と
違
和
感
が
市
民
に
広
が
っ
て
い

ま
す
。

「無
料
の
風
呂
券
も
ゴ
ミ
袋
も
な
く
す
な

ど
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
。
こ
れ
じ
ゃ
高
齢
者

は
家
に
こ
も
れ
。
ゴ
ミ
削
減
へ
の
市
民
の
努
力
に

ツ
バ
を
か
け
る
者
だ
」
と
、
市
民
が
集
ま
れ
ば
口
々

に
不
満
の
声
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

市
民
は
真
面
目
に
納
税
、

大
企
業
に
は
お
お
ま
け

【下
表
】
に
２
０
１
４
年
か
ら
２
０
２
４
年
の

11
年
間
の
、
法
人
市
民
税
と
個
人
市
民
税
額
を
示

し
ま
し
た
。
ト
ヨ
タ
、
Ｊ
Ｅ
Ｒ
Ａ
，
中
電
、
織
機

な
ど
臨
海
部
の
大
企
業
に
は
、
制
度
始
ま
っ
て
以

来
、
法
人
市
民
税
率
を
最
低
に
し
て
お
お
ま
け
し

て
き
ま
し
た
。
今
や
全
国
市
で
は
８
割
が
６
％
を

超
え
る

「超
過
課
税
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
改
め

て

【右
表
】
に
愛
知
県
下
54
自
治
体
の
法
事
税
率

を
記
載
し
ま
し
た
。
54
の
う
ち
、
16
自
治
体
が
6

％
以
上
の

「超
過
課
税
」
を
実
施
。
資
本
金
毎

に
、
不
均
一
課
税
も
行
っ
て
い
ま
す
。
碧
南
市

も
ぜ
ひ
実
施
し
て
、
２
０
２
４
年
決
算
で
15
億

円
。
２
０
２
５
予
算
で
７
億
円
の
税
金
を
ち
ゃ

ん
と
納
税
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
当
然
で
す
。

都
市
計
画
税
ア
ッ
プ
で
２
・５
億
円
増
税

小
池
市
長
は
、
法
人
税
ア
ッ
プ
は
せ
ず
、
市
民

に
都
市
計
画
税
２
．
５
％
を
３
％
に
引
上
げ
、

年
間
２
億
５
千
万
円
引
上
げ
る
と
し
て
い
ま
す
。

市
民
へ
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
削
減
、
高
負
担
の

押
し
付
け
を
許
す
な
ら
、
市
民
の
懐
を
冷
え
込

ま
せ
、
碧
南
市
も
、
県
も
、
国
の
経
済
を
冷
え

込
ま
せ
、
経
済
の
マ
イ
ナ
ス
循
環
を
引
き
起
こ

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

魅
力
の
な
い
碧
南
市
で
い
い
の
か

「平
均
的
な
市
に
」
と
小
池
市
長
は
言
い
ま
す
。

前
ね
ぎ
た
市
長
は

「他
市
並
み
行
政
」
で
若
者

が
来
な
い
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
な
い
。
深
刻
な

状
況
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
の
教
訓
を
活
か
し

「碧
南
市
で
暮
ら
し
た
い
」
の
魅
力
ア
ッ
プ
を
。
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大企業には最低税率、市民
は物価高騰でも10年重税



未
来
と
希
望
を
奪
う
「搾
取
」

日
本
の
労
働
者
へ
の
搾
取
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。

２
０
２
４
年
度
の
大
企
業
の
売
り
上
げ
か
ら
経
費
を
引
い

た
経
常
利
益
は
、
第
２
次
安
倍
晋
三
政
権
が
始
ま
っ
た
１
２

年
度
と
比
較
し
て
２
・
６
倍
に
な
り
ま
し
た
。
法
人
税
減
税

が
繰
り
返
さ
れ
た
た
め
、
経
常
利
益
か
ら
税
金
等
を
引
い
た

純
利
益
は
４
・
６
倍
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
株
主
へ
の
配
当

も
２
・
８
倍
と
大
幅
に
増
や
し
ま
し
た
が
、
従
業
員
の
給
与

は
１
・
１
倍
と
ほ
と
ん
ど
伸
び
て
い
ま
せ
ん
。

大
企
業
わ
ず
か
37
％

生
産
過
程
で
新
た
に
作
り
だ
さ
れ
た
付
加
価
値
の
う
ち
、

人
件
費
に
支
払
わ
れ
る
割
合
を
示
す
労
働
分
配
率
は
大
き
く

低
下
し
て
い
ま
す
。
９
月
１
日
、
財
務
省
が
発
表
し
た

「法

人
企
業
統
計
調
査
」
に
よ
る
と
、
２
０
２
４
年
度
の
労
働
分

配
率
は
１
９
７
３
年
度
以
来
、
51
年
ぶ
り
の
低
水
準
で
す
。

企
業
規
模
別
で
労
働
分
配
率
を
見
る
と
、
中
小
企
業
が
７

５
・
６
％
な
の
に
対
し
、
資
本
金
10
億
円
以
上
の
大
企
業

で
は
わ
ず
か
３
７
・
４
％
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
労
働
分
配
率

の
推
移
を
見
る
と
中
小
企
業
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
に
、

大
企
業
で
は
２
０
１
２
年
度
の
５
３
・
４
％
か
ら
大
き
く
低

下
し
て
い
ま
す
。

38
ヵ
国
中
、
11
位
の
日
本

「朝
日
」
２
月
１
２
日
付
は
、
労
働
分
配
率
の
推
移
の
国

際
比
較
を
紹
介
し
た
記
事
で
、
日
本
は
１
９
９
６
～
２
０
０

０
年
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
38
カ
国
中
４
位
で
、
米
国
、
ド
イ
ツ
、

フ
ラ
ン
ス
、
英
国
と
い
っ
た
主
要
先
進
国
よ
り
頭
一
つ
抜
け

出
し
て
い
た
も
の
の
、
16
～
20
年
平
均
で
は
主
要
国
の
後

塵

（こ
う
じ
ん
）
を
拝
し
、
38
カ
国
中
11
位
に
後
退
し
た

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

低
賃
金
、
非
正
規
の
増
加

労
働
分
配
率
の
大
幅
減
少
の
原
因
の
ひ
と
つ
が
、
低
賃
金

の
非
正
規
雇
用
の
増
加
で
す
。

総
務
省
の
「労
働
力
調
査
」
に
よ
る
と
、
非
正
規
雇
用
の

労
働
者
は
１
９
８
５
年
の
６
５
５
万
人
か
ら
２
０
２
４
年
に

は
２
１
２
６
万
人
へ
３
・
２
倍
に
な
り
、
労
働
者
全
体
の

37
％
を
占
め
ま
す
。

自
公
の
規
制
緩
和
が
原
因

財
界
要
求
に
応
え
た
自
公
政
権
な
ど
が
労
働
法
制

を
規
制
緩
和
し
た
か
ら
で
す
。

非
正
規
が
製
造
業
に
拡
大

１
９
８
５
年
に
労
働
者
派
遣
法
が
成
立
し
て
以
来
、

95
年
に
は
対
象
業
務
が
そ
れ
ま
で
の
16
業
種
か
ら
26

業
種
に
拡
大
し
ま
し
た
。
99
年
に
は
一部
を
除
き
原

則
自
由
化
さ
れ
、
２
０
０
３
年
に
は
製
造
業
に
ま
で

拡
大
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
安
倍
政
権
は
15
年
、
人
を

入
れ
替
え
た
り
、
部
署
を
替
え
た
り
す
れ
ば
、
派
遣

先
企
業
は
派
遣
労
働
者
を
無
期
限
に
使
い
続
け
る
こ

と
が
で
き
る

「生
涯
派
遣
」
の
制
度
に
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。

悪
循
環
を
抜
け
出
す

人
件
費
の
抑
制
は
、
個
別
企
業
で
は
コ
ス
ト
削
減
に
よ
り

競
争
力
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
全
体
で
は
消

費
が
減
り
経
済
が
停
滞
し
ま
す
。

一
方
で

“株
主
至
上
主
義
”
の
新
自
由
主
義
経
営
が
も
て

は
や
さ
れ
、
多
く
の
株
を
持
つ
大
株
主
や
富
裕
層
に
富
が
集

中
し
、
格
差
が
拡
大
し
て
き
ま
し
た
。

過
去
最
高
の
利
益
、
大
企
業
に

日
本
経
済
が
「失
わ
れ
た
30
年
」
と
呼
ば
れ
る
長
年
の

低
迷
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
原
因
は
、
消
費
と
売
り
上
げ
の
低

迷
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
企
業
が
過
去
最
高
の
大
き
な
利
益

を
あ
げ
、
株
主
へ
の
配
当
を
優
先
す
る
た
め
、
さ
ら
な
る
コ

ス
ト
削
減
に
走
り
、
下
請
け
を
た
た
き
、
人
件
費
を
抑
制
す

る
と
い
う
悪
循
環
に
あ
り
ま
す
。

社
会
主
義
は
搾
取
か
ら
抜
け
出
す
道

打
開
の

道
は
、
こ

の
強
欲
資

本
主
義
の

悪
循
環
を

脱
し
、
労

働
者
の
作

り
だ
し
た

富
を
そ
の

手
に
取

り
戻
し
、

大
幅
な

賃
上
げ

を
実
現

す
る
こ

と
に
こ

そ
あ
り

ま
す
。

今
、

日
本
共
産

党
の
発
行

す
る

「
い

ま
資
本
論

が
お
も
し

ろ
い
」
が

日
本
農
業

新
聞
に
も

紹
介
さ
れ

ま
し
た
。
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大
軍
拡
・
大
増
税
許
す
な

へ
き
な
ん

19
行
動

10
月
19
日
（日
曜
日
）

午
前
11
時
～
12
時

ピ
ア
ゴ
碧
南
東
店

碧
南
市
東
浦
町
６
ー
17

申込は
ここから

労働分配率の低下


